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（理  由）  

 日野地区地区計画の都市計画決定に伴い、地区整備計画が定められ

ている区域内における建築物の用途、敷地及び構造に関する制限を定

めることにより、適正な都市機能及び都市環境を確保するため。  

 



西 脇 市 地 区 計 画 の 区 域 内 に お け る 建 築 物 の 制 限 に 関 す

る条例の一部を改正する条例  

 

 

西脇市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成

24年西脇市条例第 18号）の一部を次のように改正する。  

 

第７条に次のただし書を加える。  

ただし、市長が機能上特に必要があり、かつ、周辺の土地利用状

況を勘案して環境上及び景観上の対策を講ずることにより良好な居

住環境の確保に支障がないと認めて許可した場合は、この限りでな

い。  

第７条に次の１項を加える。  

２  市長は、前項ただし書の規定による許可をする場合においては、  

あらかじめ、建築審議会の同意を得なければならない。  

 第９条第２項中「及び第７条」を「又は第７条第１項」に改める。  

 第 13条第１項第３号中「第７条」を「第７条第１項」に改める。  

 別表第１に次のように加える。  

日野地区地区整備計画
区域 

都市計画法第20条第１項の規定により告示された東播都市
計画地区計画日野地区地区計画のうち、地区整備計画が定め
られている区域 

 別表第２を次のように改める。  

別表第２（第４条－第７条関係）  
計画区域      上比延工場公園地区    

     地区整備計画区域 
日野地区地区 
整備計画区域 

区 分  産 業 地 区  公 益 施 設 地 区 産 業 誘 導 地 区  

１  建築する
ことがで
きる建築
物 

 工場（研究の用に供 
される作業場を含む。）
及びこれに附属するも
の。ただし、建築基準
法別表第２（る）項第
１号に掲げる事業を営
む工場並びに産業廃棄
物（廃棄物の処理及び
清掃に関する法律（昭
和45年法律第 137号） 
第２条第４項に規定す
るものをいう。）及び
使用済物品等（資源の
有効な利用の促進に関
する法律（平成３年法
律第48号）第２条第１
項に規定するものをい
う。）の処理事業の用 
に供する建築物を除く。

 建築基準法
別表第２（い）
項第５号、第
９号及び第10
号に掲げる建
築物 

⑴ 次に掲げる事業を営む工
 場（建築基準法別表第２ 
 （る）項第１号及び第２号
 に掲げるものを除く。） 
 ア 釣針関連産業 
 イ 日本標準産業分類（統
  計法（平成19年法律第53
  号）第２条第９項に規定
  する統計基準をいう。以
  下同じ。）の中分類で、
  食料品製造業、飲料・た
  ばこ・飼料製造業、繊維
  工業、衣服・その他繊維
  製品製造業、非鉄金属製
  造業、金属製品製造業、
  一般機械器具製造業、電
  気機械器具製造業、情報
  通信機械器具製造業、電
  子部品・デバイス製造業、
  輸送用機械器具製造業、
  精密機械器具製造業に属
  する事業 



    ⑵ 日本標準産業分類の中分
 類で、倉庫業及び運輸に附
 帯するサービス業の用途に
 供するもの 
⑶ 店舗又は飲食店で、その
 用途に供する部分の床面積
 の合計が 1,000平方メート
 ルを超えないもの（建築基
 準法別表第２（ほ）項第２
 号及び第３号、（へ）項第
 ３号並びに（り）項第２号
 及び第３号に掲げるものを
 除く。） 
⑷ 前３号の建築物に附属す
 るもの 

２  建築物の
敷地面積
の最低限
度 

10,000平方メートル   主たる建築物の用途が１の
項日野地区地区整備計画区域
の欄第１号及び第２号に掲げ
るものは04,000平方メートル、
その他のものについては 
 2,500平方メートルとする。

３  壁面の位
置の制限 

 外壁等の面から、敷
地境界線までの水平距 
離は次のとおりとする。
⑴ 地区計画の区域の 
 境界となる敷地境界 
 線までの距離は、河 
 川に接する側を除き、
 次表の左欄に示す敷 
 地の規模に応じ、右 
 欄に示す距離以上と 
 する。 
敷地の
規模 

地区計画の
区域の境界
までの距離
(メートル)

５ｈａ
未満 

５ 

５ｈａ
以上 

10 

⑵ 道路境界線までの
距離は５メートル以
上とする。 

  敷地面積 4,000平方メート
ル以上の土地に建築する建築
物の外壁等から、地区計画の
区域の境界となる敷地境界線
までの水平距離及び道路境界
線までの水平距離は３メート
ル以上とする。 

 
 

４  建築物の
高さの最
高限度 

20メートル 12メートル 

 

附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  


